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第 23回 栗東市景観百年審議会の議事概要 

 

１ 開催日時  令和２年２月６日（木） 午前１０時００分から１２時００分まで 

 

２ 開催場所  栗東市役所 談話室 

 

３ 出席者数  １０名中７名 

 

４ 議   事 

 １．報告事項  第２２回景観百年審議会でのご意見について 

２．協議事項  栗東市屋外広告物ガイドラインについて 

 

５ 議事概要 

１．報告事項 

・第２２回景観百年審議会でのご意見について 

 

２．協議事項 

・栗東市屋外広告物ガイドラインについて 

 

 ３．その他 

  ・今後の進め方について 

   

○意見概要（１.報告事項、３.その他については意見等なし） 

 

■協議事項（栗東市屋外広告物ガイドラインについて） 

（委 員）広告物は商業用のものであっても、まちを飾るものであり、まちをより良くしてくれ

るものであることが望ましい。そのモデルのなるような物を資料として載せても良い

のではないか。特定屋内広告物については、看板業者ではなく、その家やビルのオー

ナーが自分で掲出する場合が多い。専門業者ではないため、乱雑になる可能性もある

ので、位置を揃えるとか綺麗に並べるといった配慮を求めて欲しい。 

（事務局）モデルになるとの判断が難しいことから、今回のガイドラインには入れていない。今

後、屋外広告物賞などにより、市内のモデルとなる看板の事例を集めるなかで事例集

に反映していくことは可能と考えている。特定屋内広告物については、ガイドライン

にご指摘のあったことを踏まえ再検討していきたい。 

（会 長）栗東市の中から秀逸なものを選ぶのも良いが、もう一歩先をリードできるようなもの

をサンプルとして提示できると、より意欲的になってもらえるのではないかと思う。 

（委 員）既に掲出されているものについては、どのように変えていくのか。それをそのままに

していくと綺麗な景観にはならないと思うがどのように改善するのか。 

（事務局）更新の際に、条例の規定外のものがあれば、一定の猶予期間を設け、その期間内に改

修や改善をしていただくことになる。 

（委 員）案内図板について、例えば距離の制限を設けることなどは議論されているのか。厳し

い地域で、野立広告物は掲出不可でも案内図板なら可能ということになるので、野立
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広告物を規制している効果がこれによって薄れることにならないのか。例えば「〇〇

まで十数 km」という栗東市域を超えて誘導するような看板があるが、それを案内看板

と呼べるのか。実際に案内図板の意味として設置されているのではなく、表示したい

野立看板に矢印を付けて出されているのではないか。 

（事務局）無秩序に掲出されることを抑制するためには、何 km以上の案内は不可であるというよ

うな基準を設けることなどが考えられるが、その基準について今回は検討していな

い。今後は、県・他市との連絡会議の中で、共通の課題として検討していきたい。 

（委 員）景観の観点だけではなく、大きな看板により見通しが悪く危険な箇所がある。交通規

制等の面から制限はないのか。 

（委 員）交差点等の規制は、「道路交通の安全を阻害するおそれがあるもの」や「信号機または

道路標識等に類似し、またはこれらの効用を妨げるようなもの」である場合は禁止広

告物にしている。 

（委 員）市民意識啓発の広告賞について、ガイドラインに明記されていないのか。 

（事務局）ガイドラインには明記していない。景観条例の中に表彰規定を設けている。 

（会 長）条例を制定したことを市民に知ってもらうことは大事なことである。例えば令和２年

度の景観イベントの中に、条例制定記念で表彰などを行うこともインパクトがある。 

（委 員）啓発の対象は広告主や広告業者の方であるので、その方たちに景観づくりが大事であ

ることを周知することが重要である。商業者が集まる所に出かけてワークショップを

するなど、景観を良くしていく具体的な活動があると良い。 

（委 員）いかに看板を掲出される方に伝わるかということが重要であり、そこを色々な工夫で

対応していただきたい。商業者にヒアリングをするような活動があっても良いのでは

ないか。 

（会 長）商工会などの関係団体を対象に勉強会をするとか、広告主にアンケートを実施するこ

とも考えられる。条例制定をきっかけに今後検討していかれても良いのではないか。 

（事務局）例えば町のパン屋さんなどの看板であれば、許可等の手続きが不要となるケースがあ

るが、そうしたところからも取り組みがまちに広がり、景観にも反映されてくると考

えている。商業者の団体とも連携を図りながら対応していきたい。 

（会 長）表彰には条例の対象になっている看板だけではなく、小型で良いものも是非取り上げ

ていただきたい。そうしたものがいくつもできて、街並みや雰囲気が良いものになれ

れば、大きな看板に反映していくと思う。 


